
通常の保険証 ついに 12.01（月）

をもって使用期限が終了します。以

後はマイナ保険証・資格確認証のみ

可能。こちらへ移行をお願いします。 

 

12月2日(火)～使用不可※ 
原則はマイナ保険証利用 or 資格確認証 

 

（“保険資格のお知らせ”の場合、マイナ

保険証実物提示が必要です） 
 

 

※R8.3 月まで条件付きで緩和措置有り 

（ｵﾝﾗｲﾝ資格確認で“有効”＆顔写真身分証

明をお願いする場合があります） 

 

4 月 1 日～緩和措置なし (自費となる) 

ITOKC 2025.11.24 


